
参考資料 2

水 際 対 策

【新型インフルエンザ発生以前】

2009年 4月 22日 まで

○ 鳥インフルエンザ (H5Nl)に 人が感染する事例が増加し、新型インフルエンザの発生が

世界的に危惧されている状況を踏まえ、新型インフルエンザの発生直後から、まん延防

止策を迅速に実施できるよう、検疫法及び感染症法の一部を改正した (平成 20年 5月

12日 施行)。

検疫法の改正内容は以下のとおりである。

①新型インフルエンザ等感染症を隔離・停留等が可能な検疫感染症に追加する。

②新型インフルエンザ等感染症について、医療機関以外の施設での停留を可能とする。

③検疫所長は、停留には及ばないが感染したおそれのある者について、入国時点で、

都道府県知事に通知することとする。

④航空会社等に対する検疫業務に関する協力要請の規定を整備する。

⑤隔離 口停留等の費用を旅行者から徴収しないこととする。

○ 新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議によつて平成 21

年 2月 に改訂された「新型インフルエンザ対策行動計画」においては、「島国としての

特性を生かし、検疫の強化等により、できる限リウイルスの国内侵入の時期を遅らせる

ことが重要である。しかしながら、ウイルスの国内侵入を完全に防ぐことはほぼ不可能

であるということを前提として、その後の対策を策定することが必要である。」(p5)

との基本的考え方が示されるとともに、前段階 (未発生期)、 第一段階 (海外発生期)、

第二段階 (国 内発生早期)、 第三段階 (感染拡大期/まん延期/回復期)及び第四段階

(小康期)の各発生段階に応じた対策が示された。

○ 同年 2月 、同会議により「新型インフルエンザ対策ガイドライン」が策定され、その中

で水際対策及び検疫に関するガイ ドラインによって基本的事項や対応について定め、平

成 19年に厚生労働省の新型インフルエンザ専門家会議で策定されたガイ ドライン同様、

発生国を発航してから潜伏期間内に来航する航空機の検疫については原則として機内

検疫で対応すること等が示された。

○ 平成 20年度補正予算において、検疫所による水際体制強化を図るため、機内検疫時に

発熱者を確認するための携帯型サーモグラフイーの整備、確定診断を行うための検査機

器や試薬の整備、感染防護服やマスクの整備等を行つた。

○ 新型インフルエンザが発生した場合、停留者 (濃厚接触者)が多数になることが予想さ

れ、発症もしていない多数の者を医療機関に停留することは、医療機関の通常業務を妨

げる可能性もあることから、発生国からの航空機及び船舶が集約される予定の成田空港、

関西空港、中部空港、及び神戸港の宿泊施設関係者に対し、停留施設となるよう理解・

協力を得るべく、厚生労働省より説明会を行つたが、確約にいたる施設はなかつた。
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【新型インフルエンザ海外発生以降】

2009年 4月 23日 ～ 5月 15日

04月 23日 (木 )

・米国疾病管理センター (CDC)は 、米国内で豚由来の A型インフルエンザ (Hl Nl)ウ イ

ルスのヒ トヘの感染事例を報告 し同日にカナダ政府から、メキシコにおいて重篤度の高

い呼吸器疾患の患者が多数発生 していると報告

04月 24日 (金 )

・WHOは、米国の情報に加えメキシコで 3月 18日 からインフルエンザ様疾患が捕捉され

始め、4月 23日 までに首都圏から 854人以上の肺炎患者が発生 し、そのうち 59人の死

亡が報告されていると発表

04月 25日 (土 )

・検疫所に「豚インフルエンザ (ヒ トーヒ ト疑い)に対する検疫対応について」指示

検疫所宛の指示事項

4月 25日 のメキシコ便について、

①サーモグラフイー監視の徹底

②機側検疫 (他便との混乱を避けるため、当該便のボーディングブリッジに近いとこ

ろで検疫)を実施

③有症者には任意の協力のもとに迅速診断検査を行い A型インフルエンザの場合に

は任意の協力のもとに感染症指定医療機関に搬送

④A型の場合、航空会社に依頼して座席表・乗客名簿を入手

・厚生労働大臣の指示により、4月 18日 、22日 のメキシコ便での入国者の健康状態の確

認を実施 (結果、発症者は把握されなかつた)

・関係省庁対策会議幹事会 (課長級)の開催 (現状確認)

04月 26日 (日 )

・緊急参集チーム協議 (確認事項 :水際対策を徹底するため、検疫の強化等の措置を講じ

る)

・内閣総理大臣の内閣官房及び緊急参集チーム協議出席省庁に対する指示 (水際対策を徹

底し、国民の安全・安心の確保に万全を尽くすこと)

・省内において検疫強化のための症例定義について、メキシコからの侵入を最大限防ぐ観

点から検討した

・メキシコ、米国におけるインフルエンザ様疾患の流行状況を踏まえ、検疫の強化

検疫所宛の指示事項

①メキシコ便は機内で質問表及びサーモグラフイーによる有症者の把握を行う

②38℃以上の発熱又は 2項目以上の急性呼吸器症状のある者に診察を行い、豚インフ

ルエンザが疑われる場合には迅速診断検査を行う

③迅速診断陽性の場合には受診勧奨する

④陰性の場合には本人の同意を得たうえで健康監視の対象とし都道府県に通知する

⑤米国便はブースで検疫を行うが、メキシコに渡航・滞在した者を把握した場合には
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同様の対応を行うこと等

04月 27日 (月 )(カナダに初の感染者)

・新規停留施設確保開始
口豚インフルエンザ対策に関する関係閣僚会合の開催 (当面の政府対処方針を決定)

・関係省庁対策会議幹事会 (課長級)の開催 (政府対処方針の確認)

04月 28日 (火 )

・WHOが フェーズ 4を宣言 【5:36記者会見】

・豚インフルエンザ (Hl Nl)を新型インフルエンザとして厚生労働大臣が宣言 (法律上新

型インフルエンザとして施行される)【 5:50】

口緊急参集チーム協議 (確認事項 :発生国から入国した感染者の隔離 口停留を行うなど、

ウイルスの国内侵入の防止を目的とした水際対策に全力を尽くす)【 6:59】

・検疫所に対し、検疫所業務管理室長通知「新型インフルエンザ (Hl Nl)に対する検疫対

応について」を発出 【7:06】

検疫所宛の指示事項

① 「水際対策に関するガイ ドライン」及び「検疫に関するガイドライン」に基づく検

疫対応の指示

②対象国をメキシコ ロ米国 (本土)・ カナダとした

・新型インフルエンザ対策本部 (本部長 :内閣総理大臣)の設置 【8:00】

・新型インフルエンザ対策本部第 1国会合の開催 (基本的対処方針を決定)【 12:35】

・成田空港の停留施設を確保

・厚生労働省内部部局等からの応援派遣開始

04月 29日 (水 )

・結核感染症課長通知「新型インフルエンザ (豚インフルエンザ Hl Nl)に係る症例定義

について」

疑い患者の定義

38℃以上の発熱又は急性呼吸器症状 (①鼻汁もしくは鼻閉②咽頭痛③咳嗽④発熱又

は熱感や悪寒のうち 2つ以上)があり、かつ 10日 以内にまん延 している国、地域に

滞在もしくは旅行 した者であつて、インフルエンザ簡易キットによりA型陽性となつ

たもの

口関西空港の停留施設を確保

04月 30日 (木 )

・WHOは フェーズ 5を宣言

・ 停 留 予 定 者 に つ い て 、患 者 の PCR結 果 判 明 ま で 一 時 待 機 を実 施 (一 時 待

機 の場 所 を成 田空 港 内 で確 保 )

・米国 ロロスアンゼルスより到着 した有症者に対 しPCR検査を実施。PCR検査の結果、新型

インフルエンザ感染者では無いと確定、翌日解除 【成田空港での疑い事例 :1例 目】

・ 防衛 省 等 か らの 応 援 派 遣 開 始

05月 1日 (金 )
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・新型インフルエンザ対策本部第 2回会合の開催 (基本的対処方針を改訂 )

日第 1回専門家諮問委員会の開催 (病原性 口感染力等の評価、基本的対処方針に基づ く諸

施策に関する評価 )

・国立感染症研究所からPCR検査用試薬 (プライマー・プローブ)の提供及びそれに伴 う

検査体制の立ち上げ

・成田空港の健康監視データの入力業務においては本省職員の応援により16台のパソコン

で入力 していたが、都道府県今の情報提供に遅れが生 じてきたため、さらに人材派遣を

活用 し入力業務に係る人員を30名 増員 した。

05月 2日 (土 )

・新型インフルエンザ関係省庁 (内閣官房、外務、厚生労働、防衛、警察、消防)局長級

会議の開催 (米軍基地における疑い事例への対応について)

・入国管理局で健康カー ドを持つていない者の確認 (持 つていない者は検疫に戻す)を法

務省に要請、5日 より実施

05月 3日 (日 )

・検疫所検査課に新型インフルエンザ検査マニュアルを整備

・成田空港の停留施設として近隣ホテルを確保・立ち上げ

・ 中部 空 港 の 停 留 施 設 と して近 隣 ホ テ ル を確 保・ 立 ち 上 げ

05月 4日 (月 )

・新型インフルエンザ関係省庁 (内閣官房、厚生労働、防衛、厚生労働、防衛、警察、消

防、国土交通、海上保安、法務、財務)局長級会議の開催 (帰国ラッシユに対応するた

めの検疫体制の増強について)

日米国・ ロスアンゼルスより到着 した便の有症者に対 しPCR検査を実施。新型インフルエ

ンザ感染者では無いと確定、翌日解除 【成田空港での疑い事例 :2例 目】

05月 5日 (火 )

日米国・サンフランシスコより到着 した便の有症者に対 しPCR検査を実施。新型インフル

エンザ感染者では無いと確定、翌日解除 【関西空港での疑い事例 :1例 目】

日米国・デ トロイ トより到着 した便の有症者に対 しPCR検査を実施。新型インフルエンザ

感染者では無いと確定、翌日解除 【中部空港での疑い事例 :1例 目】

・関西空港の停留施設として近隣ホテルを確保 日立ち上げ

05月 7日 (木 )

・ 国 立 感 染 症 研 究 所 よ り、検 疫 所 が 実 施 す る配 布 され た プ ラ イ マ ー で の 検

査 精 度 に は 問 題 無 い との 回 答 を得 る 。 これ に よ り、検 疫 所 の み の 検 査 結

果 で の 判 定 の 確 定 を開 始 。

05月 8日 (金 )

日米国・デ トロイ トより到着 した便にて複数の有症者に簡易検査を実施 し、2名 がA型陽

性。 有症者からの聞き取 りで他にも同行者が多数いる事が判明 (カ ナダ滞在)【成田空

港での疑い事例 :3例 目】

・既に降機 し関空への乗継便に搭乗 しようとしていた同行者を同定 し、搭乗中止。すでに
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咳・発熱症状を訴える者もいたため健康相談室に誘導 して詳細な聞き取 りを行つた結果

7名 が体調不良を訴えたため簡易検査を実施 した。そのうちA型陽性となつた 1名 を加え

た計3名 についてPCR検査を実施。確認検査のため検体を国立感染症研究所へ搬送

・成田検疫所検査課による検査の結果、3検体とも新型インフル陽性
口成 田 に て停 留 予 定 者 の 一 時 待 機 決 定 (対 象 者 49名 )

05月 9日 (土 )

・国立感染症研究所で並行 して行われた確認検査 (PCR)の結果も 3検体とも新型インフ

ル陽性 【成田空港での確定患者事例 :1～ 3人 目】

・大臣会見 :米国から成田空港に到着 した乗客 3名 について、新型インフルエンザ感染を

確認

停留施設において1名 が発熱 したため、病院へ搬送。確認のため、千葉県衛生研究所で

PCR検査を実施。並行 して国立感染症研究所で確認検査実施

・新型インフルエンザ感染者の発生を受け、国内初の停留 (49名 :う ち 1名 は停留施設に

入つてす ぐに発熱 し、病院で隔離となる)のため停留施設へ移送。【成田空港での最初

の停留事例】

・新型インフルエンザ対策本部水際対策関係省庁幹事会の開催 (成田空港における感染確

認について)

05月 10日 (日 )

・千葉県衛生研究所でのPCR検査及び国立感染症研究所での確認検査の結果、新たに1名 が

新型インフルエンザ感染者と確定、そのまま隔離 【成田空港での確定患者事例 :4人 目】

05月 11日 (月 )

・厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部より成田空港での隔離・停留者に対する疫

学調査を国立感染症研究所に依頼

05月 13日 (水 )

・新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会から、5月 10日 に成田空港の検疫体制

において発見された 4名 の日本人新型インフルエンザ患者について、疫学情報と臨床経

過を詳細に検討 したことに基づき、停留に関する報告を受けた。そこでは、

> 臨床経過は、季節性インフルエンザと極めて類似 していること、但 し、基礎疾患

のある人を中心に、一部重篤化する例が報告されていることに留意すべきである

こと           ,
> 米国 CDCが 発出 したガイダンスによると新型インフルエンザの潜伏期間は 1

～ 7日 とされており、日本人 4名の感染事例における病状もそれと矛盾 しないと

考えられたこと

などから、停留をはじめ、新型インフルエンザの潜伏期間に基づいて実施されている各

種の水際対策については、潜伏期間を 7日 間であることを前提として取 り組むように要

請する、とされた。

・結核感染症課長通知「新型インフルエンザにおける都道府県等による健康監視について」

により停留期間及び健康監視の期間を 10日間から 7日 間に変更
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【新型インフルエンザ国内発生以降】

2009年 5月 16日～ 7月 23日

05月 16日 (土 )

・兵庫県神戸市で国内最初の新型インフルエンザ患者の発生を確認

・第 4回専門家諮問委員会の開催 (基本的対処方針の実施について )

05月 16日 (土)～ 19日 (火 )

・5月 8日 成田空港着の乗客 4名 が隔離されていたが、16日 に 1名 、17日 に 2名 、19日

に 1名隔離解除を行 うことにより、本便への対応が終了した。

05月 21日 (木 )

・第5回専門家諮問委員会の開催 (基本的対処方針の改訂案等について)

05月 22日 (金 )

・5月 21日 成田空港に米国 ロシカゴより到着 した便 (機内検疫実施)の乗客のうち1名 が新

型インフルエジザウイルスに感染 していることが確認された。そのため、その患者を感

染症指定医療機関に隔離するとともに、その患者の濃厚接触者 11名 を停留措置 とした。

【成田空港での確定患者事例 :5人 目及び成田空港での停留2事例 目 :11名 】

・新型インフルエンザ対策本部第4回会合の開催 (基本的対処方針を改訂 )

・新型インフルエンザ対策本部の開催結果を受け、今回の新型インフルエンザの性質につ

いての知見、国内での発生状況を踏まえ、「基本的対処方針」を改訂し、これに基づき

「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時体業の要請等に関する運用指針」につい

て厚生労働省において策定した。

新たな方針において、入国時の検疫対応等については、健康状態質問票に基づく確実

な健康状態の把握に力点を置いた検疫を行うこととし、原則として機内検疫からブTス

検疫によることとし、検疫前の通報において有症者がいる場合は、状況に応じ、機内検

疫を行うこととした。

検疫において患者を確認した場合は、引き続き隔離措置とするが、濃厚接触者につい

ては、停留を行わず、外出自粛を要請するとともに、より慎重な健康監視とし、居住地

の都道府県等に対して速やかに連絡をとることとした。さらに、その他の同乗者につい

ては、健康監視の対象とはせず、健康状態に異常がある場合に、本人から発熱相談セン

ターヘの連絡をもらうこととtた。

・これに伴い、5月 21日 より停留措置を行つていた11名 に対し、停留措置を解除し、外出

自粛を要請し慎重な健康監視に切り替えた。

05月 24日 (日 )、 25日 (月 )、 6月 9日 (火 )

・成田空港に5月 24日 カナダ・バンクーバーより到着した乗客1名 、25日 米国口ロサンゼル

スより到着した乗客2名 、6月 9日 カナダロトロントより到着した2名 、関西空港に16日 米

国・ホノルルより到着した乗客1名 が新型インフルエンザにウイルスに感染しているこ

とが確認され、隔離措置を実施。濃厚接触者については、健康監視。【成田空港での確

定患者事例 :6～ 10人 目及び関西空港での確定患者事例 :1人目】
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05月 29日 (金 )、 31日 (日 )

・今回の新型インフルエンザ対策のために確保 した停留施設においては、新型インフルエ

ンザ患者の発生は5月 9日 の成田空港停留施設 (近隣ホテル)の 1名 のみであり、他の停

留施設での発症はなかつた。ヒ トヘの感染力の持続期間を考慮すれば消毒を行う必要は

ないが、成田空港停留施設として協力を得た民間のホテルからの要望により、念のため

5月 29日 に成田空港検疫所による消毒を実施 した。その上で、5月 31日 これに伴い、「成

田空港停留施設を含めた全ての停留施設での感染のおそれはな く、安全に宿泊 していた

だ くことができます。」旨のプレス リリースを発出した。

06月 19日 (金 )

・「医療の確保、検疫、学校 口保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」につい

て、WHOの フェーズ6宣言、秋冬に向けて全国的かつ大規模な患者の増加が起 こるおそれ

から、感染の急速な拡大と大規模かつ一斉の流行を抑制・緩和するための公衆衛生対策

の効果的な実施などの考え方を示す改訂がなされた。

新たな方針において、入国時の検疫対応等については、健康カー ドの配布等による入

国者全員への十分な注意喚起に力点を置 くこととされた。

具体的には、入国時の検疫対応等については、検疫で判明 した有症者 (同一旅程の集

団から複数の有症者が認められた場合を除く)については、原則、PCR検査を行わず、

公共交通機関を使わないなどにより帰宅 (自 宅療養)させ、同一旅程の集団から複数の

有症者が認められた場合は、検疫所において確認のためのPCR検査を行い、陽性の場合

には本人に連絡 し医療機関への受診を勧奨 し、その同行者について保健所に情報提供す

ることとされた。

・運用指針による検疫対応の変更に伴い、3名 の隔離及び健康監視を解除。

06月 19日 (金)～ 7月 23日 (木 )

・ この間に、成田空港21名 、関西空港2名 、中部空港2名 の確定患者を確認
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学校閉鎖を中心とした公衆衛生対策

【新型インフルエンザ発生以前】

○ 「新型インフルエンザ対策行動計画」において、国内発生早期には、国内での感染拡大

を出来る限り抑えることを目的として、発生した地域において、学校等の臨時休業、

集会・外出の自粛要請、個人防護の徹底の周知等の公衆衛生対策を実施することとし

ていた。またヽ「新型インフルエンザ対策ガイ ドライン」において学校の臨時休業に

関して、下記の様に示していた。

> 開始時期は原則として、都道府県において第 1例 目の患者が確認された時点とする※

※ 管内での感染拡大が否定される場合を除く

> 都道府県は、生活圏や通勤、通学の状況等を勘案 して、市区町村単位で臨時休業の開

始時期の要請の判断を行うこともあり得る。

> また、患者が確認されていない都道府県においても、近隣の都道府県において学校等

の臨時休業が実施された場合は、生活圏や通勤、通学の状況等を踏まえ、学校等の臨

時休業について検討 し、必要であれば要請する。

> 学校等の設置者は、都道府県の要請を踏まえ、臨時休業の開始について判断 し、実行

する。

> 都道府県は、原則として、積極的疫学調査の結果等をもとに、回復期になつた時点か

ら概ね 7日 ごとに厚生労働省等と協議 して、臨時休業の解除時期を検討 し、必要であ

れば要請する。

> 学校等の設置者は、都道府県の要請を踏まえ、臨時休業の終了について判断 し、実行

する。

【新型インフルエンザ海外発生以後】

0 5月 1日 、WHOに よるフェーズ 5宣言 (4月 30日 )を受け、総理の指示により開催

された「第 2回新型インフルエンザ対策本部会合」において、「基本的対処方針」の改

定が行われた。ここでは、国内で患者が発生 した場合には、ウイルスの特徴や感染拡

大の恐れに応 じて、患者や濃厚接触者が活動 した地域等において弾力的、機動的に講

じる措置 として、

・不要不急の外出自粛の要請

・時差出勤や自転車・徒歩等による通勤の要請

口集会、スポーツ大会等の開催自粛の要請

・必要に応 じ、学校・保育施設等の臨時休業の要請

ギ 事業者に対 し不要不急の事業の縮小の要請

等の感染拡大防止措置を徹底することが示された。

【新型インフルエンザ国内発生以後】

0 5月 16日 に兵庫県神戸市で海外渡航歴のない10代の高校性が、国立感染症研究所におけ
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○

○

る検査の結果、新型インフルエンザ陽性とな り、国内初の患者が発生 したことが確定し

た。その後、上記男性と同じ高校に通 う方や、神戸市在住の10代の方が新型インフルエ

ンザであることが確定 した。また、大坂府においても、同日、新型インフルエンザの患

者が確認された。

この報告を受け、同日朝、神戸市に担当官を派遣 し、神戸市と協力しながら、積極的疫

学調査や情報収集を実施 した。神戸市においては、5月 16日 、17日 に開催予定であった

神戸まつ りを中止 した。

5月 16日 に新型インフルエンザ対策本部幹事会が開催され、それまでの「基本的対処方

針」を踏まえ、当面講ずべき措置の具体的内容を決めたものとして「確認事項」を発出

した。その時点までに確認された海外の症例等を見ると、今回の新型インフルエンザに

ついては、通常の季節性インフルエンザと同様に感染性は強いが、多くの方が軽症のま

ま回復 したことが確認されていた。しか し、基礎疾患のある方を中心に、重症化する傾

向があり、死亡例も報告されていた。当時は感染力、病原性ともに未知の部分が多くあ

り、一定の社会活動の制限等の対応が必要と考えられた。そのため、「確認事項」にお

いて、地域や職場における感染拡大を防止するため、患者や濃厚接触者が活動 した地域

等において講ずる措置として、 (表 1)のような指針を示 し、一定の社会活動の制限を

要請 した。

(表 1)

対象 内容

学校 (大学を除 く)・ 保

育施設

人口密度や生活圏域等を考慮 しつつ、原則として市区

町村の一部又は全域、場合によっては都道府県全域の

学校 口保育施設等の臨時休業を要請。

事業者や学校 時差通勤・時差通学、自転車通勤 口通学等を容認する

など、感染機会を減 らすための工夫を検討するよう要

請。

集会、スポーツ大会等 ―律の自粛要請は行わないが、主催者に対し、感染の

広がりを考慮し、当該集会等の開催の必要性を改めて

検討するとともに、感染機会を減らすための工夫を検

討するよう要請。

○ 学校閉鎖などを行つた際に、流行のピークを遅 らせるという効果と同時に国民生活や経

済への影響を勘案 しなければならないが、特に発生患者が部活動を通 した交流や移動範

囲が広域である高校生であり、他の小、中、高校の児童・生徒を通じ地域の主たる感染

源となりうること、感染経路口感染拡大の程度が特定できていなかったこと等から、特
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○

定の学校等や学級の閉鎖にとどまらず、兵庫県、大阪府全域で学校の臨時体業を要請し

た。

5月 22日 に「基本的対処方針」を改訂し、国民生活や経済への影響を最小限に抑えつつ

感染拡大を防ぐとともに、基礎疾患を有する者等を守るという目標を掲げ、対策を講じ

ることとした。また、患者がごくわずかしか発生していない地域と、数多く発生してい

る地域では対応が異なる為、地域を大きく2つのグループに分け (感染拡大防止地域、

重症化防止重点地域)、 その旨を「運用指針」として発出した (表 2)。

○ この「運用指針」によつて、都道府県が状況に応じ柔軟に対応するという考え方を示し

たものの、当時、「重症化防止重点地域」と指定されることで、「感染が蔓延している」

というイメージが生まれ、その地域への旅行や出張を取りやめるなどの観光業界への風

評被害があり、多くの自治体が「重症化防止重点地域」と指定されることに抵抗感を持

つた。

0 6月 12日 、世界保健機関 (WHO)は感染状況について異なる複数の地域 (大陸)の国に

おいて地域 (コ ミュニティ)での持続的な感染が認められるとして、WHOフ ェーズ分類

を6と し、世界的な蔓延状況にあると宣言した。またこの頃には、感染者数は増加して

おり、特にこれから冬を迎える南半球において増加が著しかつた。海外の流行状況や国

内でも原因が特定できない散発事例が発生していることを見ると、秋冬に向けていつ全

(表 2)「運用指針」における主な対応例

発生患者 濃厚接触者 学校の臨時休業

感 染 拡 大 防止

地域

(感染初期、患

者発生少数 )

感染症指定医療機関等 外出自粛等の要請 市区町村の一部又は全部、

場合によつては都道府県の

全部での臨時休業

への入院

重 症 化 防 止 重

点地域

(急 速 な 患者

の増加 )

―基礎疾患を有する者

等 :初期症状が軽微で

あっても優先 して入院

治療

―基礎疾患を有する者

等か明確でない者 :重

症者の兆候が見られる

場合、速やかに入院治

療

―軽症者 :自 宅療養

外出自粛等の要請 学校・保育施設等で患者が

多く発生 した場合、当該学

校・保育施設等の児童 口生

徒等を感染か ら守るため

に、当該学校・保育施設等

について、その設置者等の

判断により臨時休業を行

う。つまり、季節性インフ

ルエンザと同様の対応とな

る。
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国的かつ大規模な患者の増加を見てもおか しくない状況と考えられ、感染拡大防止措置

による封 じ込め対応は、既に困難な状況であると考えられた。そのため、患者数の増加

に伴い増えると考えられる医療機関の負担を可能な限 り減らし、重症患者に対する適切

な医療を提供することを目指すため、6月 19日 に「運用指針」を改訂 し、地域のグルー

プ分けを止め、地域の実情に応 じて対応可能とした上で、患者の入院措置や集団発生以

外の事例の積極的疫学調査等の感染拡大防止措置を中止 した。

0 6月 19日 に運用指針を改定 し、学校閉鎖について下記の様に対応 した。

「都道府県等は、当該学校・保育施設等の設置者等に対 し、必要に応 じ臨時休業を要請

する。なお、感染拡大防止のため特に必要であると判断 した場合、都道府県等は、患者

が発生 していない学校 口保育施設等を含めた広域での臨時休業の要請を行 うことは可

能」

【流行入 り以降】

0 8月 19日 に厚生労働大臣から「新型インフルエンザ (A/HlNl)の 流行入 りを迎えるに当

たつて」が公表されたことを受け、同日、文部科学省より「新型インフルエンザに関す

る対応について (第 10報 )」 が発出され、各学校関係者に予防行動及び発症時の早期受

診、臨時休業の措置について適切に講 じられるよう周知が図られた。それを受けて、8

月21日 に厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部からも、全国の各衛生主管部局に

向けて、「新型インフルエンザ (A/Hl Nl)に 関する学校・保育施設等の関係者との連携

の強化について (依頼 )」 を出し、各学校機関との連携を図り、適切な助言を行うよう

通知 した。

0 9月 11日 、WHOか ら「学校における対策について (新型インフルエンザ (A/Hl Nl)2009

ブリーフィングノー ト10)」 において、学校閉鎖及び学級閉鎖について言及するレポー

トが報告 された。(臨時休業の可否等は複雑で状況により大きく異なり、WHOと しては

特に推奨も反対も表明 しない。感染 ピークを抑えることによる医療負荷軽減やワクチン

等の準備期間確保の効果が期待できるが、流行早期に行う必要がある。一方で、社会的

経済的コス トとの比較考量や、学校閉鎖による医療提供体制への悪影響、子どもの保健

や福祉の確保 という観点からも考慮することが必要 )

0 9月 24日 、平成 21年度厚生労働科学研究費補助金 (新興再興感染症研究事業)「新型

インフルエンザ大流行時の公衆衛生対策に関する研究」(主任研究者 押谷仁)研究班

の「新型インフルエンザ流行時における学校閉鎖に関する基本的考え方」を基に、厚生

労働省として「学校 口保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方について」

をまとめ、事務連絡を発出した。

○ この事務連絡においては、臨時休業には「積極的臨時休業」と「消極的臨時休業」の 2
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種類のものがあること、流行の段階を少なくとも流行の開始の前後で二段階に分けてて、

都道府県等及び学校・保育施設等の設置者等が臨時休業の要否及び内容を検討すること

が適当であるなどの考え方を示した。(表 3)

(表 3)流行の段階に応じた臨時休業の考え方

流行時期 感染の流行初期の段階 感染の拡大 した段階

体業の考え方 積極的臨時休業 消極的臨時休業

閉鎖期間 5～ 7日 間 5～ 7日 より短縮 した期間

対象規模 当該学校等だけでなく、周辺

学校等及び生徒・学生が集ま

る施設など。

学校等施設の運営継続維持の

判断に応 じてt学級閉鎖から

検討する。

検 討 実施判 断

する主体

都道府県等 自治体及び教育

委員会

学校、都道府県等自治体及び

教育委員会

感染状況の

判断

・地域のインフルエンザ定点当た り報告数 (地域で定点あた

り報告数が 1を超えた後に (前週の倍を超える等)急上昇を

始めた時など)

・学校・保育施設等内での患者発生動向

・周辺地域の学校欠席率や学校閉鎖の状況

0 10月 1日 運用指針改定に伴い、下記の様に対応した。

「都道府県等が感染拡大防止等公衆衛生上必要であると判断した場合、当該学校・保育

施設等の設置者等に対し臨時休業を要請する。また、感染拡大防止のため特に必要であ

ると判断した場合、都道府県等は、患者が発生していない学校・保育施設等を含めた広

域での臨時休業の要請を行うことが可能」
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サーベイランス

【新型インフルエンザ発生以前】

○ 厚生労働省において、新型インフルエンザ行動計画も踏まえ、以下のサーベイラン

スを実施 していたところ。 (参考 :新型インフルエンザ対策行動計画 P24)

> 豚におけるインフルエンザのサーベイランス (新型インフルエンザウイルスの出

現監視を目的とした感染源調査 )。

> 人で毎年冬季に流行する通常のインフルエンザについて、約5,000の医療機関

(指定届出機関)における感染症発生動向調査による患者発生の動向の週毎の把

握 (感染症発生動向調査 )。

> 約500機関において、ウイルスの亜型を検査する病原体サーベイランス。 (感染

症発生動向調査 )

> インフルエンザ流行期におけるインフルエンザ関連死亡者数の把握。

> 鳥インフルエンザ (H5Nl)や その他の鳥インフルエンザ (四類感染症)の人
への感染について、医師からの届出による全数把握。      等

【新型インフルエンザ発生以後】

2009年 4月 23日 ～ 8月 14日

0 4月 26日 、メキシコにおいて、死亡例を伴うインフルエンザ患者が多数発生 して

いるのを受け、メキシコに渡航 していた者を対象として、検疫所と都道府県等が連

携 し、任意の健康観察を開始。

○ 厚生労働省において、メキショ、アメリカ、カナダにおいて、「感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律」 (感染症法)に規定する新型インフルエ

ンザ等感染症が発生 したことを、平成 21年 4月 28日朝に宣言。

0 4月 29日 、行動計画において海外発生期に「新型インフルエンザの症例定義を明

確にし、随時修正を行い、関係機関に周知する。」とあることから、米国の症例定

義を参考に、国立感染症研究所感染症情報センターの意見を踏まえつつ、「新型イ

ンフルエンザ (豚インフルエンザ HlNl)に 係る症例定義について」 (結核感染

症課長通知)を発出 した。

また、本通知のなかで、行動計画には、海外発生期において「感染のみられた集団

(ク ラスター)を早期発見するために、アウ トブレイクサーベイランスを開始する。」
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とあることから、WHOにおける定義を参照しつつ、同通知において、医療機関が原因

不明の呼吸器感染症患者のアウトブレイク (集団発生)を確認した場合に、都道府県

へ直ちに連絡することとした。

(参考)発 生国への渡航歴・滞在歴については、以下の2つの観点から、症例定義

の要件に含めることとした。

① インフルエンザの流行がまだ終息しておらず、発生国への渡航歴 口滞在歴がなけ

れば、季節性インフルエンザの患者が新型インフルエンザ疑い患者として報告さ

れてしまうこと

② 季節性インフルエンザ患者も含めた多くの疑い事例の全てに、確定検査 (PCR検査)

を行うのは不可能であつたこと。

※ 感染症発生動向調査によれば、季節性第 16週 (4月 13日 -4月 19日 )に 20万人のインフルエンザ患者が推

定されていた。 (4月 23日 時点で判明)

| <参考>症例定義抜粋

1 疑似症患者

医師は、38℃以上の発熱又は急性呼吸器症状があり、かつ次のア)イ )ウ)工 )のい

ずれかに該当する者であつて、インフルエンザ迅速診断キットによりA型陽性かつ B

型陰性となつたものを診察した場合、法第 12条第 1項の規定による届出を直ちに行

わなければならない。ただし、インフルエンザ迅速診断キットの結果が A型陰性かつ

B型陰性の場合であつても、医師が臨床的に新型インフルエンザ (豚インフルエンザ

HlNl)の 感染を強く疑う場合には、同様の取り扱いとする。

ア)10日 以内に、感染可能期間内にある新型インフルエンザ (豚インフルエンザH

lNl)患者と濃厚な接触歴 (直接接触したこと又は 2メ ー トル以内に接近したこと

をいう。以下同様。)を有する者

イ)10日 以内に、新型インフルエンザ (豚インフルエンザHlNl)に 感染してい

るもしくはその疑いがある動物 (豚等)と の濃厚な接触歴を有する者

ウ)10日 以内に、新型インフルエンザウイルス (豚インフルエンザヴイルスHlN
l)を含む患者由来の検体に、防御不十分な状況で接触した者、あるいはその疑いが

ある者

工)10日 以内に、新型インフルェンザが蔓延している国又は地域に滞在もしくは旅

行した

0 5月 1日 、「新型インフルエンザ (豚インフルエンザいlNl)の症例定義について」

(事務連絡)にて、メキシコ、アメリカ、カナダをそれぞれ「新型インフルエンザが

蔓延している国又は地域」に定めた。また、同日、「新型インフルエンザの診断検査

のための検体送付について」 (事務連絡)において、自治体における積極的疫学調査
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や診断検査に資するべ く、実施要綱 (暫定版)を送付。

0 5月 2日 、全国の地方衛生研究所・検疫所等への、国立感染症研究所で作成 した検査

試薬 (プ ローブ ロプライマー)の配布、検査指針等の提供が完了し、全国規模での診

断検査体制の構築が可能となつた。

※ 4月 24日 には、国立感染症研究所において、米国 CDCが公表 したカルフォルニ

ア株の遺伝子配列を入手 し、プライマーの作成に着手 している。

0 5月 4日 、「新型インフルエンザの診断検査のための検体送付について」 (事務連絡 )

において、ウイルス遺伝子検査 (PCR検査)の精度を確認するため、地方衛生研究所

における検査と同時に、国立感染症研究所に検体を搬送 し、確定検査を行うこととし

.た 。

0 5月 9日 、症例定義の要件を十分に満たさない疑似症患者の報告例などが続発 した

ことなどから、「新型インフルエンザ疑似症患者の取 り扱いについて」 (事務連絡 )

を発出し、疫学的な関連性の確認や除外診断の徹底などを依頼 した。

0 5月 9日 、地方衛生研究所において、患者の届出に関する検査体制が整備されたこ

となどか ら、症例定義 1回 目の改定を行い、最終的な検査結果の確定については、

国立感染症研究所において行うこと及び法に基づく届出にあたつては都道府県が

「当該感染症にかかっていると疑うに足 りる理由な理由」があるかについて確認す

ることとした。

|※「当該感染症にかかっていると疑うにたる正当な理由」は、以下のような観点を総合

1 的に加味 して判断することとした。

l ① 疫学的な情

l ② 他の疾患に

l ③ 臨床的にイ

0 5月 13日 、「停留をはじめ、新型インフルエンザの潜伏期間に基づいて実施され

ている各種の水際対策については、その潜伏期間を 7日 間であることを前提として

取 り組むように要請する。」との専門家諮問委員会の提言を受け、5月 13日 に症

例定義の潜伏期間に関わる日数の要件を変更 した (症例定義を改定 (2回 目))。

※ 同日、健康監視の期間も 10日 間から 7日 間へ変更

0 5月 16日 、兵庫県神戸市において国内最初の新型インフルエンザ患者の発生を確

認。

0 5月 16日 、「新型インフルエンザのサーベイランスの強化について」 (事務連絡 )

報から、感染の疑いが濃厚であるか。

罹患 している可能性について除外 したか。

ンフルエンザを疑わせる症状等があるか。
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において、国内でのインフルエンザの集積 (ク ラスター)や重症なインフルエンザ

が発生 した場合に医師から自治体への報告を徹底するように依頼。

※ 5月 16日 、症例定義においては国立感染症研究所の検査結果をもって患者の確定を

行つていたが、地方衛生研究所における検査態勢の整備状況等を勘案 し、神戸市にお

いて第 4例 目から、地方衛生研究所の検査結果をもって確定することにした。 (続け

て17日大阪府、兵庫県、18日全国の地方衛生研究所及び検疫所にて、最終確定診断

を可能とした)また、最終的な確定については地方衛生研究所において行 うこととし

た。

5月 22日 、新型インフルエンザ患者の発生及び患者数の増加を踏まえ、症例定義

の 3回 目の改定。症例定義の要件から渡航歴・滞在歴をはずすとともに、「当該感

染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由」(疫学的な関連等)を、「感染が報

告されている地域 (国内外)への渡航歴・滞在歴」などとした。

5月 22日 の「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運

用指針」の策定と併せて変更することとした。

5月 22日 、「インフルエンザ施設別発生状況に係る調査について」(結核感染症課

長通知)において、従来行つていた休校調査について、感染状況を踏まえ高等学校

を対象施設に追加した。

5月 28日 、「 新型インフルエンザにおける病原体サーベイランスについて」 (事

務連絡)を発出し、これまでの季節性インフルエンザに関する病原体サーベイラン

スにおいて、新型インフルエンザの検査についても可能な限り実施し、サーベイラ

ンスに入力するように依頼。

6月 10日 、「新型インフルエンザの早期探知等にかかるサーベイランスについて (依

頼)」 (事務連絡)において、①インフルエンザ様患者の集団発生②入院を要する

インフルエンザの患者の数について、保健所で把握し、国へ報告するように依頼。

6月 10日 、「インフルエンザウイルスにかかる病原体サーベイランスの強化と調査

について (依頼」 (事務連絡)において、国内における新型インフルエンザのウイ

ルスの広がりを迅速に把握するため、地方衛生研究所に対し病原体定点医療機関に

おいてインフルエンザの患者から採取され、送付されたすべての検体について、季

節性インフルエンザ及び新型インフルエンザの検査を行うよう依頼する等、病原体

サーベイランスの強化を行なった。

0 6月 19日 、厚生労働省の運用指針の改定。サーベイランスについては、「感染拡大

○

○

○

○

○

-16-



の早期探知」、「重症化及びウイルスの性状変化の監視」、「インフルエンザ全体

の発生動向の的確な把握」を着実に実施していくこととし、全数把握からクラスタ

ーサーベイランス等を中心とした体制に切り替えることとしたが、その移行にあた

つては、一定の準備期間を設けることとした。

0 6月 25日 、「新型インフルエンザにかかる今後のサーベイランス体制について」(事

務連絡)において、運用指針を踏まえ、今後のサーベイランス体制 (注)について

の考え方及び実施の方法を提示.ク ラスタ=サーベイランスにおいては、学校、社

会福祉施設、医師から保健所へ発生の連絡を依頼。

(注)ク ラスターサーベイランス、インフルエンザ様疾患発生報告、ウイルスサーベイラ

ンス・、インフルエンザ入院サーベイランス、インフルエンザサーベイランス

0 6月 25日 、「新型インフルエンザの国内発生時における積極的疫学調査について」

において、運用指針を踏まえた積極的疫学調査の進め方の考え方等について提示。

0 7月 22日 、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一

部を改正する省令 (平成21年厚生労働省令第133号)が公布され、併せて、「新型

インフルエンザ (A/HlNl)に 係る症例定義及び届出様式等について」 (結核感染症

課長通知)が発出された。それぞれ24日 から施行、適用されており、これにより、

法第12条の規定に基づく医師の届出の対象が、集団発生事例に限定されることとな

った (全数把握の中止)。

0 7月 24日 、「新型インフルエンザ (A/Hl Nl)に係る今後のサーベイランス体制につい

て」 (新型インフルエンザ対策推進本部)を発出し、全数把握の中止に併せ、クラス

ターサーベイランス等の報告に係る手続を整理し、より迅速な情報収集や対応が必要

となる場合 (大規模な集団発生や重篤な入院患者等)に係る事務局への速やかな連絡

やiNESIDの活用について依頼。その他、地域の発生状況や検査体制に応じたウイルス

検査を実施するよう依頼。

2009年 8月 15日 ～ 12月

0 8月 25日 、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一

部を改正する省令 (平成21年厚生労働省令第136号 )が公布、施行され、法第12条

に基づく医師の届出が、当分の間、不要であることとされた。併せて、「新型イン

フルエンザ (A/Hl Nl)に 係る今後のサーベイランス体制について」 (新型インフル

エンザ対策推進本部)等を発出し、報告の対象となるクラスターの規模を見直す等、

簡便かつ迅速に大規模な集団発生の端緒を把握する仕組みを整備した。

0 10月 1日 に、「基本的対処方針」及び厚生労働省「医療の確保、検疫、学校・保育
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施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針 (二訂版)」 が改定され、10月 8日 に

「新型インフルエンザ (A/Hl Nl)に係る今後のサーベイランス体制について (改訂

版)」 を発出し、クラスターサーベイランスの報告対象は、医療機関・社会福祉施

設等において、7日 以内に10人以上の患者が集団発生した場合に限定し、施設長等

からの連絡により把握することとした。

0 12月 14日 、「新型インフルエンザ (A/Hl Nl)に 係る今後のサーベイランス体制につ

いて (二訂版)」 (事務連絡)を発出した。この改訂により、クラスターサーベイラ

ンスの報告対象施設で、集計に負荷を与えていた保育所の報告を除き、入院サーベ

イランスでは、報告対象をインフルエンザ様症状を呈する患者としt PCR検査につ

いてはt死亡例又は重症化した患者のみに限定した。
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発生地派遣

1.横浜市

04月 30日 :疑い症例が入院 している病院に厚生労働省職員を派遣。

05月 1日 :横浜市保健所と当該病院との調整目的で厚生労働省職員を派

遣

05月 3日 :疑い症例が入院 している病院、横浜市保健所に厚生労働省職

員を派遣

/〈成果〉患者の病状など病院から聴取 し、本省に報告するとともに横浜市

との リエゾシ役を果た した。

2.京都府

05月 5日 :疑い症例が入院 している病院、京都府庁に厚生労働省職員を

派遣

3.成田空港

05月 8日 ～15日 まで :カ ナダ発、アメリカ経由で成田空港に到着 した乗

客のうち、4名 が新型インフルエンザに感染していることが確認され、

日立感染症研究所職員、FETP5名 が派遣される
`

/〈成果>日 本初の新型インフルエンザ発生事例について、検疫後の患者、

停留者を対象とした疫学調査を実施 した。これにより、その後の対応に

有用な疫学情報等を早期に収集することが出来た。

4.神戸市

05月 16日 ～29日 まで :兵庫県神戸市で国内最初の新型インフルエンザ

患者の発生が確認され、厚生労働省職員、国立感染症研究所職員、FEttP4

名が派遣される。

05月 19日 :神戸市派遣チームより「神戸市・兵庫県における新型インフ

ルエンザアウ トブレイク対応」の現時点でのまとめについて報告あり。

05月 20日 :神戸市派遣チームの報告結果に基づき、舛添厚生労働大臣が

「神戸市における新型インフルエンザの臨床像 (43例の分析 )」 として

感染者の臨床情報について記者会見。

/〈成果〉新型インフルエンザ発生初期の積極的疫学調査を実施 したこと
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によりt新型インフルエンザ症例の臨床像、疫学的 リンクが切れた症例

が発生 しているかどうか (市中感染が広がつているかどうか)等の疫学

状況の確認を行つた。

また、積極的疫学調査により、感染経路、症例の重症度、疫学的リン

クの全体像などの情報が得 られた。現地においては、発生初期で現場対

応に苦慮する自治体に対 して、時機を提えた助言を行うことが出来た。

そ して、積極的疫学調査で得 られた神戸市のデータを WHOに提供するこ

とで、6月 12日 にWER(Weekly Epidemiological Record)と して全

世界に配布され、発生初期に日本発のデータを提供することが出来た。

5.大阪府

o5月 17日 ～30日 まで :大阪府内の中高一貫校における新型インフルエ

ンザ集団発生事例等の調査のため厚生労働省職員、国立感染症研究所職

員、FEttP2名 が派遣される。

o5月 22日 :大阪府派遣チームの報告結果に基づき、舛添厚生労働大臣が

「大阪府における新型インフルエンザの臨床像 (69例の分析 )」 として

感染者の臨床情報について記者会見。

○ 府内の病院での医療従事者発症に対する対応について調査を行つた。新

型インフルエンザの院内発生事例に対 して具体的な対応を行 う際の指

針となつた。

○ 大阪府内の中高一貫校における血清疫学調査を行つた。

/ く成果〉感染状況等についての調査結果が大阪府における学校閉鎖期間

の判断に寄与 した

6.京都市

05月 25日 ～29日 まで :京都市に厚生労働省職員、国立感染症研究所職

員、FEttPl名 を派遣。現地調査を実施。

/ く成果〉患者の病状など病院から聴取 し、本省に報告するとともに京都市

との リエゾン役を果た した。

7.滋賀県

05月 26日 :滋賀県に厚生労働省職員、国立感染症研究所職員、FEttPl名

を派遣。現地調査を実施。

/〈成果〉患者の病状など病院から聴取 し、本省に報告するとともに滋賀県

との リエゾン役を果た した。
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8. 福岡市

06月 8日 ～23日 まで :福岡市内の小中学校における新型インフルエンザ

集団発生事例調査のため、厚生労働省職員が派遣される

06月 9日 ～20日 まで :同 じく国立感染症研究所職員、FETP2名 の疫学調

査チームの派遣。

06月 19日 に国立感染症研究所職員等から福岡市に対 して中間報告を実施。

/〈成果>積極的疫学調査により、感染経路、症例の重症度、疫学的 リンク

の全体像などの情報が得 られた
`現

地においては、発生初期で現場対応

に苦慮する自治体に対 して、時機を捉えた助言を行 うことが出来た。

船橋市

06月 11日 ～19日 まで :船橋市内の小中学校における新型インフルエン

ザ集団発生事例調査のため、国立感染症研究所職員 4名 の疫学調査チー

ムの派遣。

06月 26日 に国立感染症研究所職員等から船橋市に対 して中間報告を実施。

/ く成果〉積極的疫学調査により、感染経路、症例の重症度、疫学的 リンク

の全体像などの情報が得 られた。現地においては、発生初期で現場対応

に苦慮する自治体に対 して、時機を捉えた助言を行うことが出来た。

ｎ
υ
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(ガイドラインの概要 )

海外で新型インフルエンザが発生した場合の水際対策については、次の2つの課題の

両立を可能な限り追求。

【課題】

1.ウイルスの侵入防止を徹底し、国内でのまん

延を可能な限り防ぐ

2.帰国を希望する在外邦人の円滑
な帰国を実現する

Ｉ
Ｎ
ω
ｌ

【対策の概要】

o wHOがフェーズ4を宣言した場合、直ちに新型インフルエンザ対策本部を設置し、

次の初動対処方針を決定。
※ WHOの宣言前であつても、新型インフルエンザの発生が強く疑われる場合には、関係

閣僚会議を開催し、初動対処方針を決定。

※水際対策については、国内での感染の拡大に応じ、段階的に縮小
2



水際対策の二環として、ウイルスの国内侵入を可能な限り防止するため、新型インフ

ルエンザ対策本部等の決定に基づき、検疫措置の強化を開始。

【対策の概要】
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旅客機・客船からの検疫前通報 → 機内・船内での健康質問票

配付 → 医師の診察 → 隔離・停留・健康監視

関係機関あ初動体111検査体争1:患者搬送体制等の整備‐ ■

情報収集・共有、出入国者への情報提供等
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国内で患者が発生した場合、医療機能の維持等の観点から、流行速度を緩めるための

感染拡大防止対策を講ずることが重要。

患者との接触 ○ 患者からウイルスの曝露を受けた者に対し、健康観察、外出自粛の

者への要請  要請t抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等を実施

Ｉ
Ｎ
釧
‥

|11■,ヽ:11

晰1晴体業|の解1除1時1期を榛1計|

動薄‖半|‖1■普ヨ

職場対策 ○ 職場内感染を防止し、出勤する職員を減らしつつ、重要業務を継続
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カー ド

(様式 3)

日本に入国 口帰国される方ヘ

現在、世界
.的

に新型インフルエンザが発生しています。

この病気は、感染してから1～ 7日 後に症状が出ることが確

認されています。

このためt現時点では症状がなくても、今後一週間以内に発

熱等の以下の症状があれば、医療機関ではなく、まずは最寄り

の自治体が設置 している発熱相談センタ~または保健所に電

話で連絡 し、その指示に従つて下さい。

既にこのような症状がある方は、検疫官にお申し出
｀
下さい。

'また、ご家族等の健康状態に異状があつた場合も、最

寄りの発熱相談センタニまたは保健所にご連絡下さい。

*都道府県による新型インフルエンザ相談窓口(2009年 6月 1日現在)

http://wWW.mhlw.go.jp/kihkyu/kenkOu/influenza/Q90430-02.html

その際、あなたが一週間以内に外国に滞在されていた

こともお伝え下さい。

上記あ対応は、、あなたご自身だけではなく、ご家族や

同僚、友人のためにも重要です。ご協力をお願いします。

・発 熱  口鼻汁、鼻閉・ ・咽頭痛  ・咳
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平成 21年 9月 24日

衛生主管部 (局)長 殿

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部

学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方について

今般の新型インフルエンザ (A/HlNl。 以下同じ。)に関する学校・保育施設等

の臨時休業については、「基本的対処方針」(平成21年 5月 22日 改定)に基づき厚生

労働大臣が定めた「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する

運用指針 (改定版)」 (平成 21年 6月 19日 改定、同月 25日 付け事務連絡により貴職

あて周知。)に基づき御対応いただいてぃるところです。

今般、文部科学省より、各都道府県教育委員会等からの要望を踏まえ、「新型インフ

ルエンザ流行時における学校等の臨時休業に関する基本的考え方」を示すことについて、

検討を依頼されました。

この依頼を受け、厚生労働省において、平成 21年度厚生労働科学研究費補助金 (新

興再興感染症研究事業)「新型インフルエンザ大流行時の公衆衛生対策に関する研究」

(主任研究者 押谷仁)研究班の「新型インフルエンザ流行時における学校閉鎖に関す

る基本的考え方」α可紙 2)を踏まえ、「学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する

基本的考え方」鰯り紙 1)を取りまとめましたので、臨時体業の際の意思決定の一助と

して御参考にして下さい。

また、平成 21年 9月 11日 に世界保健機関 (WHO)が学校における新型インフル

エンザ対策に関する提案を発表したことを受け、その仮訳 傷り紙 3)を作成しましたの

で、併せて御参考にして下さい。
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学校 :保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部

厚生労働大臣が定めた「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関わる運用

指針」(平成21年 6月 19日 改定)において、学校・保育施設等で患者が発生した場合、都道府

県等が、当該学校・保育施設等の設置者等に対し、必要に応じ臨時休業を要請する」こととされセ

い25。

今般、これまでに得られているエビデンスをまとめた平成21年度厚生労働科学研究費補助金

(新興再興感染症研究事業)「新型インフルエンザ大流行時の公衆衛生対策に関する研究」(主任研

究者 押谷仁)研究班の「新型インフルエンザ流行時における学校閉鎖に関する基本的考え方」を

踏まえ、厚生労働省において「学校 .保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方」を取

りまとめたので、学校・保育施設等の臨時休業の際の意思決定の一助
′
として御参考にされたい。

1.臨時休業の種類

臨時休業には、地域での流行早期に公衆衛生対策として行われる「積極的臨時休業」と、地域で

流行が拡大した後に、多数の生徒や教師が休んだ時に行われる「消極的臨時休業」がある。

「積極的臨時休業」は、地域で最初の感染が確認された時など少数の発症者しかいない時点で積

極的な臨時休業を行うことで、地域への感染拡大を押える効果があると考えられている。

「消極的臨時休業」1ま、地域ですでに感染が拡大しており、施設において多数の発症者を確認し

た時に行われるが、|一般には地域べの感染拡大を抑える効果は限られている。 多数の発症した生

徒が休むことで授業を進めることができない場合など、学校運営上の対策を講じる目的がある場合

等に適合したものと考えられる。

2.流行の段階に応 じた臨時休業の考え方

臨時休業については、上記 2種類があることを踏まえ、流行の段階を少なくとも、流行の開始の

前後で二段階に分けて、都道府県等、及び学校・保育施設等の設置者等において検討されることが

望まれる。     1
流行初期の段階である第一段階においては、[積極的臨時休業」を行うことが考えられる。例え

ば、学校において、少数の患者が確認された時点で、学級レベルのみならず、学年開鎖、休校、患

者の発生が認められていない近隣地域の学校の休校などの措置を行うことにより、学校だけでなく

地域での感染拡大を抑える効果が期待できる。明確な人数の基準を示すことは困難であるが、これ

までに国内で得られた知見からは、学級内に 1例の新型インフルエンザ感染者が発生した段階で対

応を実施すると、より高い防疫上の効果が得られる。インフルエンザの一般的な感染性を有する期

間なども考慮して、閉鎖期間は、5～ 7日 間を要すると考えられる。その実施には、社会的影響や

経済的影響とのパラン不の下に、各地域の状況、対象とする学校、施設の性質・年齢層を考慮に入

れた判断が必要とされる。さらに、授業以外の課外活動などについても、感染の拡大を抑える目的

を持つてこ学習塾や地域の生徒・学生が集まる行事なども含めて幅広く対策を検討する必要がある。
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流行が広がつた後である第二段階においては、「消極的臨時休業」を行うことが考えられる。感

染が拡大した段階に相当するので、地域の実情を反映しつつ、多くの発症者が確認された時に事業

等の運営継続維持の判断に応じて、臨時休業すべきかの検討を行う。

例えば、学校においては、多くの生徒が発症 し、欠席となうた時点で、まずは学級閉鎖レベルで

検討を行う。この際には、臨時休業以外の下記 3の対策についての検討も同時にされるべきである。

当該地域が、第二段階にあるかどうかについては、都道府県等や保健所ごとのインフルエンザ定

点当たり報告数、学校・保育施設等内での患者発生動向、周辺地域の学校欠席率や学校閉鎖および

クラスターの発生状況を鑑みて判断されることとなるよ第二段階を規定する疫学的に明確な指標は

ないものの、たとえば、地域で定点あたり報告数が 1を超えた後に急上昇を始めた時などが考えら

れる (前週の倍を超える等)。 ただし、流行の状況は常に変動しており、短い期間で第一段階に戻

る可能性もあることも考慮する。目的に応じた臨時休業の判断は、これらの状況を学校・教育委員

会および保健部局との間で随時評価していく必要がある。第二段階の閉鎖期間は、学校・保育施設

等の運営上の目的に応じて、5～ 7日 より短縮することも考えられる。この際にも、社会的影響・

経済的影響とのパランスを勘案した判断が必要である。

なお、基礎疾患を持つ者などハイリスク者がいる集団においては、ハイリスク者を感染から守る

観点も踏まえ、臨時休業を考慮すべきである。

3.学校・保育施設等における感染拡大を防ぐための対策

感染拡大を防ぐための対策は、臨時休業だけではない。まずは、インフルエンザ発症者を外出さ

せないことを徹底すべきである。そのためには、毎日の登校 (園)・ 出勤前の検温を義務づけること

等、発熱している者や呼吸器症状を呈する者を幅広く休ませることが重要である。さらに、発症後

は、他者への感染を防ぐために少なくとも解熱後 2日間、出来れば発症後 7日 間の欠席・欠勤措置、

外出自粛の要請等を行うことが必要である。

4.その他、配慮すべき事項

今後、致死率が上昇するなどの疫学的な状況に変化があつた場合には、第二段階に入つていたと

しても、別の状況ととらえ、新たな感染拡大防止・重症者発生の抑制を目的と|し 、公衆衛生対策を

強化することも考えられる。

入所型の施設等の開鎖措置が採りがたい場合は、インフルエンザを発症した患者の隔離、接触者

の調査や咳エチケット・マスク着用、ハイリスク者における予防投薬、職員の欠勤措置等を主体と

すべきである。
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平成 21年度厚生労働科学研究費補助金 (新興再興感染症研究事業)「新型インフルエンザ

大流行時の公衆衛生対策に関する研究」(主任研究者 押谷仁)

新型インフル干ンザ流行時における学校閉鎖に関する基本的考え方

東北大学医学系研究科微生物学分野 神垣太郎・押谷仁

新型インフルエンザ A/HlNlに よるパンデミックによる被害が拡大している。世界保

健機関 (WHO)に よれば9月 11日 現在ですでに3000例以上の死亡例が全世界で報告さ

れている。さらに人口が多く集中している北半球では本格的なインフルエンザの流行シ

ーズンをこれから迎えるために、今後大きな健康被害が起こることが危惧されている。

従来から公衆衛生的な対応 (Non―pharmaceutical lntervention:NPI)に よる篠害軽

減が新型インフルエンザ対策では重要であると考えられ、その中でも学校閉鎖はウイル

スの拡散を抑えるために最も重要な対策の1つ としてあげられていた。日本においても

5月 に最初の流行があつた際には、神戸や大阪などで積極的な学校閉鎖を行つたが、そ

の後は、今回の新型インフルエンザの病原性が、新型インシルエンザに想定されていた

よりも高くなかつたこともあり、徐々により積極的な学校閉鎖をすることが難しくなつ

てきている。2学期を迎え、各地で学校での流行が相次いで報告されているが、学校閉

鎖の意義や目的が十分に整理されていないままに、各自治体により異なる基準が作成さ

ている。ここでは地域での学校閉鎖のあり方を考えるため、学校閉鎖についてこれまで

得られているエビデンスをまとめていきたい。

1.学校閉鎖 (School C16sure)の種類

学校閉鎖の基本的な方法としては次の2つが挙げられる(1)。

1)消極的学校閉鎖 (Reactive Scho。 l Closure)

これは多数の生徒や教師が休んだ時に行われる学校閉鎖あるいは学級閉鎖のことで、

日本では、季節性インフルエンザの際に、欠席率がある一定の割合に達した時に学校閉

鎖・学級閉鎖を行つているあで、日本そ通常行なわれているような学校閉鎖・学級閉鎖

は消極的学校閉鎖ということになる。一般には消極的学校閉鎖では地域への感染拡大を

抑える効果はほとんどないと考えられている(1)。

2)積極的学校閉鎖 (PrOactive SchOol Closure)

｀
これは地域で感染拡大が起こる前に積極的に学校閉鎖をおこなうものであり、地域の

感染拡大を抑えるためにはこのような積極的な学校閉鎖が必要であると考えられてい

る。日本の新型インフルエンザガイドライン (平成 21年 2月 改訂版)において、都道

府県で最初の感染が確認された時点で学校閉鎖を行うとしているのは、積極的学校閉鎖

により地域への感染拡大を抑える効果を期待している。
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2.学校閉鎖はなぜ地域での感染拡大を抑えるために有効なのか

インフルエンザは季節性インフルエンザであつても新型インフルエンザであつても

学校が地域全体の感染拡大に重要な役割をはたしていることが知られている(2)。 その

理由として学校に通学する年齢層の'子
供では一般にインフルエンザの罹患率が高いこ

と、学校では多くの生徒同士の濃厚接触が起こる頻度が高く、大きな流行が起きやすい

ことがあげられる。この結果、インフルエンザの流行は学校を起点として地域に広がっ

ていくことが多いとされている。早期に学校を開鎖することは地域への感染拡大を抑え

る効果があるとされているのはこのためである。学校閉鎖は各国の新型インフルエンザ

バンデミック対策においても、公衆衛生上の重要な対策とされている。アメリカの

Community Strategy for Pande口 ic lnfluenza Mitigatibn(February 2007)の 中でも

学校閉鎖は地域での被害軽減策 (Community MLigation)の 重要な柱の一つとして位

置づけられている(3)。 しかし、学校閉鎖の季節性インフルエンザおよび新型インフル

エンザに対する効果を科学的に示しているデータは限られている(の。

1)季節性インフルエンザの流行期における観察研究

学校閉鎖の季節性インフルエンザに対する効果を示したものとしては、イスラエル

でインフルエンザシーズンに起き牟学校教員のス トライキの間に呼吸器感染の診断お

よび外来患者が減つたとするものがある(0。 またフランスのインフルエンザサーベイ

ランスのデータから学校が冬休みの期間にインフルエンザ感染の頻度が減少すること

が示されている(0。 一方で、香港における 2007/2008年シーズンにおける学校閉鎖の

影響を観察した研究(7)では、明らかな学校閉鎖によるインフルエンザ患者数、イン7
ルエンザウイルス分離数あるいは基本再生産係数 (一人の感染者からどれだけの 2次感

染者が発生するのかを示す値で、感染性の程度を示す指標)については効果を認めてい

ないが、これは学校閉鎖を実施した時期にすでにインフルエンザの流行が低下している

ためではないかという意見もある(8):

2)疫学モデルの結果

最近、インフルエンザの感染性に関するパラメータをもとにした疫学モデルを利用し

て公衆衛生対応の介入を評価した研究が多く発表されている。具体的には過去のインフ

ルエンザパンデミックのデータをもとに基本再生産係数を設定したうえで、罹患率の低

下や流行曲線の性状の変化などに基づいて検討するものである。この中で、学校閉鎖は

パンデミック対策としても有効であることが示されている。以下にこれまで発表されて

いる主な研究結果の要約を示す。
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● Ferguson NMら によれば、学校閉鎖はピーク時の罹患率を 40%まで減少させる。

しかし流行期間全体の罹患率はほぼ変わらない。他の対策と組み合わせれば流行規

模をかなりの程度減少させられる(9)。                  ,
● Germann Tら によれば、RF l.6で は学校閉鎖単独でも有効であるが、RO-1.9以
'上

では限られた効果しかない。しかし他の対策と組み合わせれば ROが高くても有効

であるとしている(10。   、

● Carrat Fら によれば、早期に学校閉鎖を行なえば (人 口1000人の地域で 5人の患

者が出た時点)、 非常に有効である(11)。

● Glass]Uら によれば、学校閉鎖は有効な対策だが、学校閉鎖により学校以外の接触

が増えると効果なし。学校閉鎖と同時に子供の自宅待機をすることが最も有効であ

る(12)。

● Vynnycky Eら によれば、学校 閉鎖 は ROが高い と(2.5～ 3_9わずかな効果 しかない。

RF l.8で あればある程度は効果があるが全体の罹患率を22%程度下げるのみであ

った(10。

● Haber MJら によれば学校閉鎖にはわずかな効果しか見られないとしているが、こ

の場合は発症率が 10%なつた段階で 2週間の学校閉鎖をすると仮定している(1の。

したがつて早期の学校閉鎖ではなく、日本で毎年行なわれている季節性インフルエ

ンザに対する学校閉鎖に近い状況を想定している。

これらの疫学モデルの結果をまとめると、早期の学校閉鎖はウイルスの感染性が俸い

場合には有効であるが、感染性が高くなると学校閉鎖単独ではその効果が限られる。し

かし他の対策躾 触者の自宅待機・予防投薬 。早期治療)な どを同時に行なえば、感染性

がある程度高くても学校閉鎖は有効な対策であるとしている。また地域への感染拡大を

防ぐためには、早期の学校閉鎖が必要であり消極的学校閉鎖では限られた効果しかない

ことが示されている。さらに本来生徒間の接触機会を減らすことを目的とする学校閉鎖

が有効であるためには単に学校閉鎖を閉鎖するだけではなく、学校以外の場においても

生徒の接触機会も制限する必要があることも示されている。

3)過去のパンデミックでの検討

1918年のスペインかぜにおける米国で学校閉鎖とともに集会の制限における死亡

数との関連性をみた研究がいくつか報告されているが (15-17)、 早期に実施されかつ十

分な期間の閉鎖が行なわれた場合、学校閉鎖と死亡率軽減の間に相関性があることが示

されている。一方で我々の 1957年めアジアインフルエンザの際の学校閉鎖と超過死亡

に関する検討では (18)、 学校閉鎖と累積超過死亡数および超過死亡のビークとの相関

性を認めなかつた。これは 10-20%の欠席児童が発生した時に行 う消極的学校閉鎖では

感染者数を軽減することが出来ない可能性を示唆しているものと考えられる。また福見

らによる「アジアかぜ流行史」によればアジアインフルエンザ当時の東京都の公立小学

校において休校期間が 3日 の場合には再休校率が 35,7%、 4日 の場合には 26・ 5%なの

に対して6日 間の場合には 6。 4%と 低いことが挙げられている(19)。
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4)新型インフルエンザ A/HlNlでの検討

今回の新型インフルエンザ A/HlNlに よるパンデミックでも日本の高校における再生

産係数の推定から積極的学校閉鎖の有効性が報告されており(20)、 またメキシコの疫学

データを使つたモデルでも早期に学校閉鎖を行えば有意に地域での感染拡大を阻止で

きるとしている(21)。 また各国から学校閉鎖を行つた場合の経験が報告されている(22)。

メキシコシテイーや日本の関西では早期に大規模な学校閉鎖を行つた結果、流行がいつ

たんは収束している。しかし、これには感染者の隔離、接触者の自宅待機や予防投薬な

ども同時に行われており学校閉鎖単独の効果を判断する根拠とはならない。ただ新型イ

ンフルエンザA/HlNlで は110代の罹患率が非常に高いことが多くの国で示されているこ

と、日本だけでなく各国で高校などでの流行が数多く報告されていることを考えると、

学校を閉鎖することは地域への感染拡大を抑えるためには一定の効果があると考えら

れる。WHOも 9月 11日 に発表された学校での対策に関する指針の中で新型インフル

エンザ A/HlNlに 対する学校閉鎖は早期に行なわれた場合、一定の効果があるとしてい

る(23)。

5)学校閉鎖による社会的コストに関する検討

インフルエンザ流行時の学校閉鎖による社会コストあるいは経済コス トの検討はあ

まりなされていないが、米国における疫学モデルによる検討では、学校閉鎖は介入なし

に比較して家庭での抗ウイルス薬の予防投与と同じ程度の H%の罹患率任下が期待でき

るが人口 1000人あたりのコス トは 270万米国 ドルと非常に高いとされている(24)。 一

方英国での学校閉鎖による収入の減少に関する検討においては、平均して 16%の労働人

口が子供の世話をしているために休校により潜在的に休職する可能性があり、12週間

の体校により 0.21.0%の GDPの損失が見込まれるとしている(25)。 これらの経済的損

失はいずれも体校する児童の世話をするための養育者の体業および学校関係者の休業

によつてもたらされると考えられている。Cauchemezら による総説 (1)では、英国にお

いて平均して 16%の 労働人口が子供の世話をしているために休校により潜在的に休職す

る可能性があり、12週間の休校により 0。 メ1.o%の GDPの損失が見込まれることと合わ

せて教育プログラム以外の課外活動などへの影響が問題となる可能性が指摘されてい

る。

6)新型インフルエンザ A/HlNlについての学校閉鎖の各国の対応

今回の新型インフルエンザ A/HlNl llついて学校閉鎖についての考え方が、European

Centers for Disease Prevention and COntr01(ECDC)、 アメ リカ CDC、 オース トラ リ

アなどから出されている。ECDCは 7月 20日 に出したアドバイスのなかで、積極的学校

閉鎖の公衆衛生上の効果は認めながら新型インフルエンザA/HlNlについては学校が閉

鎖されることによる社会的・経済的影響を考慮して決定すべきだとしている(26)。 アメ

リカCDCは、現時点でのウイルスの病原性変化すると言うようなことがない限り、積極

的学校閉鎖 (PreemptiVё  dismissalsと 表現)は必要ないとしている(27)。 これは今回

の新型インフルエンザ A/HlNlの流行当初に行なわれた積極的学校閉鎖がさまざまな社
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会的な影響を引き起こしたことに起因している。しかし、病原性の変化が起きた場合に

などは、地域への感染拡大を抑える目的で積極的学校閉鎖を考慮する場合もあり得ると

している。しかし、このような目的で学校閉鎖が行なわれる場合、早期に行なう必要が

あり、スポーツ大会など生徒の集まるイベントの中止なども考慮すべきであるというこ

とも記載されている。また、積極的学校閉鎖に推奨される閉鎖期間としては 5T7日 間

としている。オース トラリアはインフルエンザA/HlNlは ほとんどの人に軽症であるた

め、一般に大規模な学校閉鎖はするがきではなく、学校での流行を抑えるために必要だ

と考えられる場合にt学校毎あるいはクラス毎の閉鎖をするべきだとしている(28)。 各

国の考え方を見ると、致死率がそれほど高くないこと、学校閉鎖の経済的 。社会的な影

響などから大規模な学校閉鎖は否定しているが、学校閉鎖の堪域への感染拡大を阻止す

る効果については、ある程度期待できるとしている。しかし実際の学校閉鎖の実施にあ

たっては、いろいろな要因を考慮して地域ごとに決めるべきだというのが各国の方針と

なつている。

7)日本の経験

日本では季節性インフルエンザでも学校閉鎖。学級閉鎖を行つている数少ない国の一

つであり、学校閉鎖に対する社会的な許容度は欧米諸国より高いと考えられる。しかし、

関西で5月 に行われた大規模な学校閉鎖では社会的な負荷とともに経済的損失 (学校閉

鎖に伴う直接の損失よりも風評被害などが多かつたと考えられる)があつたこともあり、

今後、地域で一斉に行なうというような大規模な学校閉鎖を実施することは難しいと考

えられる。また地域に感染が大規模に広がつてしまうと、地域での感染拡大を防ぐとい

う意味での学校閉鎖の役割はあまり期待できなくなってしまう。また 8月 の学校の休業

期間にも、スポーツ大会などを通して新型インフルエンザ A/HlNlの感染が多くの地域

で広がつたことも考慮する必要がある。このことは、スポーツ大会や塾など学校外で生

徒が集まる機会を減らさないキ地林
への感染拡大を防ぐために十分な効果が得られな

い可能性を示唆している。

日本で 5月 に初期の流行の見られた、神戸 。大阪などでは感染者の出ていない学校を

含めた地域での大規模な学校閉鎖が行なわれたが、病原性のそれほど高くないことがわ

かってきており、今後このような社会的。経済的な影響の大きい大規模な学校閉鎖を行

なうことは難しいと考えられる。しかし、日本ではまだ一部の地域を除いて感染拡大の

早期の段階にあり (2009年 9月 14同 時点)、 地域ごとの積極的学校閉鎖により地域ヘ

感染拡大を遅らせる余地はまだ残されていると考えられる。特にワクチンの接種が 10

月下旬以降に始まることが予定されておりそれまでの間にできるだけ地域への感染拡

大を遅らせることは意味がある。

現在自治体では学校閉鎖を一律の基準を設定しようとする動きがみられる。一律の基

準を設けることは運用上のメリットはあると思われるが公衆衛生学的には必ずしも正

しい方向性であるとはいえない。特に何の目的のために学校閉鎖。学級閉鎖を行なうの
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か という整理がきちんと行なわれないままに、,季節性インフルェンザに準じて学校閉

鎖・学級閉鎖の基準が決められている場合も多い。積極的学校閉鎖 。消極的学校閉鎖に

分け、それぞれの目的および実施時期などについて表にまとめてある。すなわちまだ散

発例しか出ておらず、地域に感染が広範に広がっていないような地域ではより積極的な

学校閉鎖 。学級閉鎖が考慮されるべきであるし、すでに地域に広く感染が広がってしま

っているような地域ではそのような積極的な対応は必要ないということになる。本来学

校閉鎖・学級開鎖の実施にあたつては地域の疫学状況、それらの対策を行うことによる

経済的 。社会的影響を考えて個別に判断すべきであると考えられる。

表 :学校閉鎖の種類

(注 1)地域が流行の初期段階にあると判断する基準としては、1)イ ンフル■ンザサーベイラン

スでの定点当たりのインフルエンザ患者数、2)近隣の学校での発生状況、3)当 該の学校でのこれ

までの発生状況などが考えられる

(注 2)短期間で学校を再開した場合、再流行も起こり得ることに留意する必要がある

積極的学校閉鎖

(Proactive School Closure)

消極的学校閉鎖

(Reactive School Closure)

目的 地域への感染拡大を抑える 欠席者が増えることに対す る

学校 (学級)運営上の対応

実施時期の基本的考え方 地域での感染拡大の初期段階 地域である程度感染が拡大 し

て以降

実施の基準 疫学情報から学校のある地域が

流行の初期段階にあると判断さ

れた場合 (注 1)

欠席者がある一定の311合に達

した場合 (地域あるいは学校毎

に決定)

実施期間 5日 から7日 間が必要 状況に応 じて 5日 間よりも短い

場合もあり得る(注 2)

実施にあたつて考慮すべき

事項

1)学校閉鎖を行なつた場合の地

域への社会的 。経済的影響

2)地域への感染拡大を抑えるた

めには他の対策も同時に行なう

必要がある

3)学校閉鎖中に生徒が接触する

機会 (ス ポーツ大会・塾など)

も制限する必要がある

1)重症化するリスクのある生

徒の多い場合 (特別支援学級や

基礎疾患を有する生徒など)で

は、より厳 しい基準を考慮すべ

き

-35-



1. CauChemez S, Fergus9n NM, Wachtel C, Tegnell A, Saour G, Dunca,B, et al. C10sure

Of scho01S during an influen2a pandemic. Lancet lnfect DiS. 2009 Aug;9(8):473-81.

21 Neuzil KM, Hohlbein Ci Zhu Y. 11lness among schoolё
hildren during influenza

season: effect On SCh001 absenteeiSm,  parental absenteeism from work,  and

secondary illness in families. Arch Pediatr Adolesc Med. 2002 0ct;156(10):986-91.

3. CDC. Interim Pre― pandbmic ttlanning Guidancei Community Strategy for Pandemic

lnfluenza MitigatiOn in the United States. February 2007

4. Bell DM. Non二 pharmaceutical interventions for pandemic influenza, national and

community measures. Emerg lnfect Dis. 2006 Jan;12(1):88-94.

5. Heymann A, Chodick G, ReichmaniB, Kokia E, Laufer」 . Influence of sChool closure

On the incidence of▼ iral respiratory liseases among children and On health care

'utilittation: Pediatr infect Dis 」_ 2004 Jul;23(7):675-7.

6。  Caubhemez S, Valleron A」 , Boelle PY, Flahault A, Ferguson NM. Estimating the

impact Of SChool CloStre on influenza lranSmission from Sentinel data. Nature.

2008 Apr 10;452(7188):750-4.

7, Cowling B」 , Lau EH, Lam CL, Cheng CK, Kovar J, Chan KH, et al. Effects of scho01

closures,  2008 winter influenza season,  HOng Kong.  Emerg lnfect Dis.  2008

0ct;14(10):1660-2.

8. Koonin LM, Cetron MS. School c10sure to reduce influenza transmission. Emerg

lnfect Dis. 2009 Jan;15(1):137-8, author reply 8。      ・

9. Ferguson NM, Cummings DA, Fraser C, Cajka」 C, C001ey PC, Burke DS. Strategies

for mitigating an inflЧ enζa pandemico Nature. 2006 」u1 27;442(7101):448-52.

10. Germann TC, Kadau K, Longlni IM, Jr., Macken cA. Mitlgation strateg■
es for

pandemic influenza in the United Stateso Proc Nitl Acad Sci U S A. 2006 Apr

ll;103(15):5935-40.

11.  Carrat F,  Luong J:  Lao H,  Salle AV,  Lajaunie C,  Wackernagel H.  A

'small―world― like' model for comparing interventions aimed at preventing and

controlling influenza pandemics. BMC Med. 2006;4:26.

12. Glass RJ, Glass LM, Beyeler WE, Min HJ: Targeted sOcial distancing design for

pandemic influenza. Etterg lnfect Dis. 2006 Nov;12(11):1671-81.

13i Vynnycky E, Edmunds WJ. Analyses of the 1957 (Asian) influen′ a pandelllic in

the United Kingdom and the impact of school closures. Epidemiol lnfect. 2008

Feb;136(2):166-79。

-36-



14. Haber M」 , Shay DK, Davis XM, Patel R, Jin X, Weintraub E, et al. Effectiveness

Of interventiOns to reduce contact rates during a simulated influenza pandemic.

Emerg lnfect Dis. 2007 Apr;13(4):581-9.

15. Hatchett R」 , Mecher CE, Lipsitch M. Public health interventions and epidemic

intensity during the 1918 influenZa pandemiC. Proc Natl Acad Sci U S A_ 2007 May

l;104(18):7582-7.                                         1

16. Bootsma MC, Ferguson NM. The effect of public health measures on the 1918

influenza pandemic in U.S.  Cities.  Proc Natl Acad Sci U S A.  2007 May

l;104(18):7588・93.

17. Markel H, Lipman HB, Navarro JA, Sloan A, Michalsen 」R, Stern AM, et al.

NonpharmaceutiCal interventions implemented by US cities during the 1918-1919

influenza pandemiC. 」AMA. 2007 Aug 8;298(6):644-54.

18.神垣太郎、玉記雷太、橋本亜希子、押谷仁 アジアインフルエンザにおける学校閉

鎖と Mortality impactに 関する疫学的検討 第 83回 日本感染症学会総会学術講演

(P-070)2009年 4月

19.福見秀雄 アジアかぜ流行誌 :42イ ンフルエンザ流行の記録 1957-1958。 日本公衆

衛生協会 1960

20. Nishiura H, Wilson N, Baker MG. Estimating the reproduction number of the novel

influenza A virus (HlNl)ih a Southern Hemisphere settiig: preliminary estimate

in New Zealand. N Z Med 」. 2009;122(1299):73-7.

21. Cruz― Pacheco C, Duran L, Esteva L, Minzoni A, Lopez― Cervantes M, Panayotaros

P, et al. Mbdelling of the influenza A(HlNl)v outbreak in Mexico City, April一 May

2009, with control sanitary measures. Euro Surveill. 2009;14(26).

22.  Human infection with new influenza A (HlNl) virus: WHO Consultation on

suspension of classes and restriction of mass gatheringS to mitigate th9 impaCt

Of epidemics caused by influenza A (HlNl), May 2009。  Wkly Epidemiol Rec. 2009 Jul

3;84(27):269-71.

23. WHO. Measures in school setting (Pandemic (HlNl)2009 briefing note 10). 11

September 2009, Geneva

(http://WWw.who.int/csr/disease/swineflu/notes/hinl_school_measures_20090911/

en/index.html

24. Sander B, Nizam A, Garrison Jr LP, Postma MJ; Hallbran ME, Longini 」r'IM.

Economic Evaluation of lnfluenza Pandemic Mitigatibn Strategies in the United

StateS USing a Stochastic Microsimulation TransIIlission Model. Value Health. 2008

-37 -



Ju1 30.

25. Sadique MZ, Adams EJ, Edmunds l4rJ. Estimating the costs of school closure for

mitigatinganinfluenzapandemic.BMCPublicHealth.2008;8:135.

26. ECDC. Managing schools during the current pandemic (HlNl) 2009 - Reactive and

proactive school closures in Europe' 20 July 2009

27. CDC. Health 0fficials and School Administrators on cDC Guidance for School

(K-12) Responses to Influenza during the 2009-2010 School Year. August 7 20Ag

28. Department of Health and Ageing, Australia. Information for comnunity groups

and organizations, schools and childcare

-38-



別紙 3 
´

学校における対策について  (仮訳
Ⅲ
)

新型インフルエンザ個lNl)2009 プリーフイングノー ト10

2009年 9月 11日 、ジュネープ

WHOは本日、新型インフルエンザ HlNlのインパクトを小さくするために学校に

おいて講じることが可能な対策についてのアドバイスを発表した。当提案は、いく

つかの国々での最近の経験、また、学校臨時休業の保健・経済・社会的波及につい

ての研究をふまえて作成されたものである。これらの研究は、新型インフルエンザ

についての数理モデルのための非公式ネットワークのメンバーにより行われた。

現時点までの経験により、学校は、学校内及びその地域における新型インフルエン

ザウイルス伝搬を増幅する役割があることが示されている。学校における流行は、

明らかに、現在の新型インフルエンザ流行の重要な構成要素であるが、ウイルス伝

搬のための様々な機会を提供する場である学校において、いかなる単一の対策も、

感染の阻lLや抑制することはできない。

wHoは、地域における疫学的状況、利用可能な資源、多くの学校が担う社会的役

割に適合可能な、幅広い対策の使用を推奨している。これらの対策について、また、

これらがどのように適合され、実施されるべきかについては、国凛び地域の当局が、

最適な判断者である。

wHOは引き続き、体調不良を訴える生徒・教師・その他の職員の自宅待機を勧め

る。在校中に体調不良となつた生徒や職員は隔離されるべきであり、そのための場

所が確保されるべきである。

学校では、′手洗いや咳エチケットが奨励されるべきであり、適切な物資が貯蓄され

るべきである。適切な清掃及び換気、また、人の密集する機会を減らすための措置

が勧奨される。

【学校閉鎖及び学級閉鎖】

新型インフルエンザの流行中、学校が閉鎖されるべきか否か、また、いつ閉鎖され

るべきかといつた鋼断は、複雑であり、また、状況により非常に異なるものである。

wHoは、全ての状況に適用可能な具体的勧告を、学校臨時休業を推奨する、また

は、学校臨時休業に反対する、いずれの立場でも出すことはできない。しかしなが

ら、北・南半球のいくつかの国々における最近の経験、数理モデル、季節性インフ

* 正確な理解のため、原文も参照されることをお勧めします。

ht"://―・Wh。・int/csr/disease/swineflu/notes/hinl school measures 20090911/en/index.html
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ルエンザ流行の経験から、いくつかの一般的原則を導くことができる。    .

学校臨時休業は、学校における伝搬及びより広い地域への流行拡大を抑制するFと

を目的とした、事前措置ΦЮact市e measure)と して実施されうる。また、生徒及び職

員の欠席数が多くなり、実際キ授業を続けられないために、学校閉鎖や学級閉鎖が

行われる場合、それは、事後措置(rea∝市O mOasure)である。

事前措置としての学校暉時休事の保健上の利益は、ある地域での (新型インフルエ

シザ)流行拡大を遅らせ、もって、感染のピークを低くすることによる。特に、新

型インフルエンザビータ時に多くの人が診療を求めることで、医療側受け入れ体制

が目一杯になり破綻する馨れがある中、この利益は重要である。また、学校臨時休

業は、流行拡大を遅らせることにより、時間を稼ぐことを可能にし、その間に、国

は、準備対策を強化し、ワクチン・抗ウイルス薬・その他の物資供給を確保するこ

とができる。

学校臨時休業のタイミングは、とても重要である。数理モデル研究によれば、学校

臨時休業は、流行の非常に早い段階で 一 理想的には、人口の 1%が罹患する前

に 一 講じられた場合、最も効果的であると考えられる。理想的想定の下では、

学校臨時休業は、新型インフルエンザピーク時において、ヘルスケアの需要を 30

～50%減らすことが可能である。しかしながら、学校臨時休業のタイミングが、地

域に拡がる流行の経過に照らして、遅すぎた場合、伝搬抑制効果は非常に限定的な

ものとなる可能性が高い。

学校臨時休業に関する方針には、学校外での生徒間の接触を制限する対策も含まれ

る必要がある。もし、生徒が学校以外の場で集まるのであれば、生徒によるウイル

ス伝搬は続き、学校臨時休業の利益は、無くなるとは言わないまでも、非常に小さ

くなるであろう。

.【経済的・社会的コスト】

保健担当者及び学校当局は、(学校臨時休業の)判断をする際、これらの考え得う

利益と比較して、不釣り合いな程高い、経済的・社会的コストがかかる可能性を考

慮する必要がある。

経済的コスト高騰は、主にt働 く親や保護者が、子供の面倒を見るために自宅に留

まらなくてはならないという理由で欠勤することによる。研究によれば、学校臨時

休業のために、通常レベルの欠勤及び疾患による欠勤に加えて、労働人口の 16%

* 正確な理解のため、原文も参照されることをお勧めします。

ht● ://W中囁Wh。 .int/csr/discase/s宙 nenu/nctenlnl_sch。 01 measure,200909H/en/index.html
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が欠動となると推定される。しかしながら、こういつた推定は、労働人口構成とい

った、いくつかの要因に依存し、国によつて、かなり異なるであろう。

逆説的であるが、学校臨時休業は、(新型インフルエンザ)ピーク時の保健医療シ

ステムヘの需要を低減することができるが、一方で、医師・看護師も学童の親であ

ることから、学校臨時休業はまた、必須な医療提供を阻害しうる。

判断をする際には、社会福祉的問題も考慮する必要がある。食事提供といつた、非

常に有益な学校をベースとした社会的プログラムが中断される、もしくは、小さい

子供が食事もなく自宅に残されるということになれば、児童の健康・福利が損なわ

れる可能性がある。

正確な理解のため、原文も参照されることをお勧めします。

http:〃
…

who・ inぜcsr/disease/s宙 neflu/notes/hinl school measures 20090911/en/index.hunl
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厚生労働雀
,i, !.ji , r,; i. rlv .'d'' +.r:it.t\

3菫月表,6,胃 0429001=;

平成21年 4月 29日

各

「

設湯露

県

]新型インフルエンザ担当部 (局 )長 殿

L特
別区 」             ^

厚生労働省健康局結核感染症課長

新型インフルエンザ (豚インフルエンザHlNl)
に係る症例定義及び届出様式について(平 成21年 4ヽ

、 ,日

健感発第0429001号厚生労働省結核感染症課長通

|)

今般、メキシヨや米国等において豚インフルエンザHl Nlの 感業者が多数発生し、4月 28日 、WHOにおいて、継続的に人か

ら人への感業がみられる状態になったとして、インフルエンザのパンデミック警報レベルをフエーズ4に引き上げる宣言が行われ

たことを受け、新型インフルエンザのまん延を防止するとともに、健康被害を最小限にとどめるため、今般メキシヨや米国等で確

認された豚インフルエンザHlNlを、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号 )

第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症として位置づけたところです。

つきましては、別幽堕のとおりその症例定義を定めるとともに、その発生動向を把握するために、地 のとおり届出様式を定

めましたので、各医療機関に対して周知徹底をお願いします。

発生の迅速な把握を目的として、保健所、医療機関、医師会等と連携し、当面の間、感染症発生動向調査実施要領及び下記

の手続きにより、報告及び検体の収集等を行いますので、ご協力いただきますよう、お願いいたします。

第一段階(海外発生期)においては、早期発見を目的として、全ての医療機関に対し、感染症と思われる患者の異常な集団

発生(※ )を確認した場合、保健所を通じて都道府県に電話等を用いて迅速に報告いただきたい旨、併せて医療機関に周知徹

底をお願いします

容:読ξ先曇夕発愛     疾患の集積
O入 院を要する肺炎患者の集積

O原 因不明の呼吸器疾患による死亡例の集積

などが、14日 間以内に、2名 以上の集積として、同じ地域から発生した場合、または、疲学的関連がある場合。

なお、新型インフルエンザ (豚インフルエンザウイルスA/HlNl)については、いまだ臨床的特徴及び疫学的特徴が、十分

明らかにされていないため、当分の間、別紙1の症例定義を用いて、迅速な報告を求めることとしており、さらなる情報が得られ

れば、31塵堕の症例定義の改訂も検討する予定であることを申し添えます。

・
周 雪 こ型署讐

g嚇 こ鰹 手Z了
ルエンザ豚 インフルエンザ

7イャ
スA/HlNつ の疑似症例と診断し

2当該報告を受けた保健所は、直ちに、別紙2により、FAX等で厚生労働省及び中央感染症情報センターに届出を行う。

3保健所は、報告を行つた医師と連携して、当該者について検体を採取するとともに、当該者の病原体検査のため、検体

を地方衛生研究所に送付する。

4地方衛生研究所は当該検体を検査し、その結果について保健所を経由して診断した医師に通知するとともに、保健所、

都道府県等の本庁に報告する。

5地方衛生研究所は、当該検体の検査結剥 こおいて新型
fr鮒 二寵 欝ょ 慇 I度黒 韮 播轟しいと判断した場合、国立感染症研究所に検体を送付すそ

庁及び厚生労働省に送付する。

6国立感染症研究所は、地方衛生研究所から検査依頼を受けた検体について検査を実施し、その結果を当該地方衛生

研究所及び中央感染症情報センターヘ通知する。  ヽ

新型インフルエンザ (豚インフルエンザHlNl)

(1)定義
新型インフルエンザウイルス(豚インフルエンザウイルスHlNl)の感染による感染症である。

(2)臨床的特徴

咳や鼻水等の気道の炎症に伴う症状に加えて、突然の高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛等を伴うことを特徴とする。なお、

国際的連携のもとに最新の知見を集約し、変更される可能性がある。

(3)届出基準
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ア患者 (確定例 )

医師は、(2)の臨床的特徴を有する者のうち、38℃以上の発熱または急性呼吸器症状 *1の ある者を診察した結果、症状

や所見から新型インフルエンザ (豚インフルエンザHlNl)が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、新型イン

フルエンザ (豚インフルエンザHlNl)と 診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならな

い 。

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用

いること。

医師は、38°C以上の発熱又は急性呼吸器症状 *1があり、かつ次のア)イ )ウ )工)のいずれかに該当する者であつて、インフ

ルエンザ迅速診断キットによりA型陽性かつB型陰性となったものを診察した場合、法第12条第1項の規定による届出を直ち

に行わなければならない。

ただし、インフルエンザ迅速診断キットの結果がA型陰性かつB型陰性の場合であつても、医師が臨床的に新型インフルエン

ザ (豚インフルエンザHlNl)の 感染を強く疑う場合には、同様の取り扱いとする。

ア)10日 以内に、感染可能期間内 *2にある新型インフルエンザ(豚インフルエンザHlNl)患 者と濃厚な接触歴 (直接接触し

たこと又は2メートル以内に接近したことをいう。以下同様。)を有する者

イ)10日 以内に、新型インフルエンザ (豚インフルエンザHlNl)に感染しているもしくはその疑いがある動物 (豚等)との濃厚な

接触歴を有する者

ウ)10日 以内に、新型インフルエンザウイルス(豚インフルエンザウイルスHlNl)を含む患者由来の検体に、防御不十分な状

況で接触した者、あるいはその疑いがある者

工)10日 以内に、新型インフルエンザが蔓延している国又は地域に滞在もしくは旅行した者

ウ 感染症死亡者の死体

医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、新型インフルエンザを疑われ、かつ。次の表の

左欄に掲げる検査方法により、新型インフルエンザにより死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を

直ちに行わなければならない。

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用

いること。

医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、新型インフルエンザ(豚インフルエンザHlNl)

により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。

*1急性呼吸器症状 :

急性呼吸器症状とは、最近になって少なくとも以下の2つ以上の症状を呈した場合をいう

ア)鼻汁もしくは鼻閉

イ)咽頭痛

ウ)咳嗽
工)発熱または、熱感や悪寒

*2発症1日 前から発症後7日 目までの9日 間とする。

《備考》

診断の際には、新型インフルエンザ(豚インフルエンザHlNl)の流行情報、豚やインフルエンザ症状のある者との接触歴、

渡航歴、職業などの情報を把握することが有用である。

なお、平成21年 4月 29日現在、確定例の居出に係る検査の一部については整備中である旨申し添える。

岡

分離・同定による病原体の検出

検体から直接のPCR法 (RealtimePCR法 、Lamp法 等も可)による病原体の

遺伝子の検出

中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体価の有意の上昇)

検査方法 検査材料

分離・同定による病原体の検出 喀痰・咽頭ぬぐい液・鼻汁・便・髄液・血液・

その他       :
検体から直接のPCR法 (RedtimePCR法 、Lamp法 等も可)による病原体の

遺伝子の検出

中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体価の有意の上昇) 血清
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型インフルエンザ (ブ タインフルエン,Hl Nl)

都道府県知事 (保健所設置市・特別区長)殿
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12条第 1項 は 第 6月こおしlt準用する場合を含む。)

の規ヨ こより、以下の通 り屈 す出る

名1軽,のこυ

(1,3,11,12,18欄 は該当する番号等を0で囲み、4,5,13から17欄は年齢、年月日を記入すること。

11,12欄 は、該当するものすべてを記載すること。)    '

&誦轟事可豪キ而ョ薫藪Fば 画ヽ面藝蒲百源;石蔵
「

著ぁ在蒜T竃巌番号を記載〉

1 診断 ぐ琵つ した者 0日本

・豊者 G震粉  ・期以症感

喫

2 - 3催別 14 年 月日        15言つ樹智%り報30晟 l胡翻 6 当

…
年  月  日 歳 ( かりり)

醍  (   )  
―

引  (   )  
―

9`期諸 M
■弱Eヽ   ノ  ~

＝

　

症

　

状

独  ・員 すもしヽ旧暉斬場 ・璽Vttn ・・イ臥

全繰   ―  ・赫  痢

腋
・

泰
・

離
・

議

硼   (

)

なし

…

・

…
  (販・蕪 ′

1飛 束・Лじ材

'蘊

2彙 ぐ懇誅ヨ鷺E増じヨ・機 兄:

)

2 抽触感染輌 生した人・物・動物の種類・状況:

3麗 曖 (

4 そら也 (

中    (綻  ・  1錠 )

l B神   (   薔斑藤操     回 つ

2 国外 (       国

言潮細B出也′或                             )

3 7■月

κ
　

診

断

方

法

イン7Jレエン,迅遍沼断キツトA聖 り配F pJフ

インフ,レエンザ洒囁節 キットB聖 彿 性 陰lD

分離・l・uこ よう病原鉢の輸出

樹 本:喀天・1日助 ぐt瀬・彗十・便 憶夜 ∬夜

その他 (                 )

樹 本から直損のPC膚Jこ よう詞剰村創榊

`捏

霊去:PCR法・ Real― timepc膚 去・

Lamp法・その他 く        )
榔本:13炎・咀ヨ印なぐし腋・●十・便・僣夜・涵じ夜・

そり也 (                  )

ペア疵 書での中和lilttЭ輸出 ぐガ討¨

そらリ ガ
=(       .   )布き本 (             )

結果 (             )

13 栃 今年月日         平成  年  月  日

14 診断 (礎氣 ※))年月B  平成  年  月  日

15 想染したと推定される年月B 平成  年  月  日

16 魏膚年月曰 くX)      平成  年  月  日

17 死亡年月日        平成  年  月  日

19 てКD籠J藤麺
'X/tlこ兜 耐ヽ 必要と動 る藪
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